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Ⅰ 新・財政再建推進プログラムについて

○ 宮城県の財政は、長引く景気低迷による県税収入の落ち込みや人件費や

公債費などの義務的経費の増大などにより厳しい財政状況におかれてきま

した。このため、平成１１年度以降、投資的経費の抑制や定員適正化計画

に基づく職員数の削減などに取り組んできたほか、平成１４年度以降は現

行の財政再建推進プログラムに基づき歳出の見直しを進めるとともに、平

成１６年度からは歳出構造改革を導入することにより厳しい財政状況に対

応した予算編成を行い、準用財政再建団体への転落を回避してきました。

○ しかしながら、平成１６年度において三位一体改革の名の下に地方交付

税と臨時財政対策債が大幅に削減され、平成１７年度においても同様の措

置が継続されたことに加え、依然として県税収入が伸び悩んでいることに

より、平成１７年度当初予算をベースとした「財政の中期見通し （平成」

１７年３月公表）では、平成１８年度から平成２１年度までの４カ年に約

２，０００億円の財源不足額が見込まれておりました。

さらに、平成１８年度予算編成を踏まえた「財政の中期見通し」では、

その額は２，２００億円を超える額にまで拡大する見込みとなるなど、本

県財政は危機的な状況に直面しています。

○ このような財政危機に対処するために、これまでどうにか確保してきた

、 、財源調整のための基金を活用せざるを得ず 既にその残高は大幅に減少し

枯渇寸前の状況に至っています。

また、平成４年度以降の度重なる国の経済対策に応じて実施してきた公

共事業等投資的経費の財源として多額の県債発行を行ったことにより、県

債残高は急激に増加しました。その後、平成１１年度以降は、公共事業へ

のキャップ制の導入などにより発行額の抑制を図ってきましたが、地方財

政対策の見直しにより平成１３年度以降は臨時財政対策債の発行を余儀な

くされるなど県債残高は増加傾向にあります。

○ さらに、今後ますます多様な行政需要や義務的経費（人件費、公債費、

扶助費等）が増加していく一方、県税、地方交付税等の一般財源の大幅な

伸びが見込めない状況を考慮すると、この危機的な状況は一過性のものと

はいえないことから、早期に財政再建に向けた道筋を明らかにし、将来に

わたって安定的な行政運営が維持・確保される財政構造をできるだけ早期

に構築することが県政の重要課題となっています。
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○ そのためには、これまで以上の歳入確保対策や歳出抑制対策に取り組ま

なければならないことから、本年８月に「財政再建推進プログラム改定に

向けた基本方針」を策定・公表の上、全庁挙げて検討を行ってきました。

○ その中で示した方向性に基づき、さらに、昨年１１月には、財政再建に

向け平成１８年度から平成２１年度までの４年間に取組む内容について目

標額を明示した「 仮称）新・財政再建推進プログラム（案 」を策定・公（ ）

表し、その後県民の皆様や市町村をはじめとする関係団体の意見、県議会

における議論等をいただきました。

○ 今回策定した「新・財政再建推進プログラム」は、これまでの議論や経

緯を踏まえ、平成１８年度の当初予算を反映させたかたちで策定したもの

です。

これにより当面は準用財政再建団体への転落は回避できる見込みとなり

ましたが、今後も毎年度、財源不足額が発生する見込みとなるなど、県財

政は依然として厳しい状況にあります。さらに、県税や地方交付税をはじ

めとする一般財源の将来的な確保の見通しも不透明であり、その動向によ

っては財源不足額が大幅に拡大するおそれもあることから、本プログラム

の取組みに加えて、平成１８年度以降もさらなる歳出の見直しや歳入の確

保に積極的に取り組んでまいります。
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Ⅱ 宮城県の財政の現状

１ 危機的な財政状況

○ 本県財政は、長引く景気低迷による県税収入の落ち込みにより財源不足

が生じてきましたが、平成１１年度以降の投資的経費や人件費の抑制、平

成１４年度以降の財政再建推進プログラムによる歳出の見直しなどにより

これまで準用財政再建団体への転落を回避してきました。

【県税収入の推移】

○ しかしながら、平成１６年度において三位一体改革の名の下に行われた

地方交付税と臨時財政対策債の大幅な圧縮により巨額の財源不足額が発生

し、平成１７年度も同様の措置が継続されたことにより、これまでどうに

か確保してきた財源調整のための基金残高は、平成１５年度の３０２億円

から平成１７年度末には６３億円へ、さらに平成１８年度末ではほぼ枯渇

する見込みです。

県税収入の推移
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【Ｈ１６～Ｈ２１の財源不足額と地方交付税等の削減額の影響】

※Ｈ１６，Ｈ１７の地方交付税等の額は算定後ベース

【Ｈ１１～Ｈ１８財政調整のための基金残高の推移】

※平成１８年度当初予算ベース

【Ｈ１１～Ｈ１８地方交付税等の推移】

※平成１７年度最終補正後、平成１８年度当初予算ベース

財源不足額と地方交付税等の削減額の影響
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○ また、県債残高は、度重なる国の経済対策に応じて行ってきた公共事業

等投資的経費の財源として平成４年度から平成１０年度まで多額の県債発

。 、 、行を行ったことにより急激に増加しました その後 平成１１年度以降は

公共事業へのキャップ制の導入などにより全国的にも早い時期から発行額

の抑制を図ってきましたが、平成１３年度からの臨時財政対策債の発行に

より、県債残高は増加傾向にあります。

さらに、職員の大量退職による人件費の増加や社会保障関係経費の増加

が見込まれるなど、本県財政は近年経験したことのない危機的な状況に直

面しています。

【Ｈ１７当初予算と同額の県債発行を続けた場合の公債費見込み】

※Ｈ１７については、最終補正後ベース

【Ｈ１７当初予算と同額の県債発行を続けた場合の県債残高見込み】

※市場公募地方債償還のための基金積立額分を除く。

Ｈ１７については、最終補正後ベース
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【これまでの県債残高の推移】

※市場公募地方債償還のための基金積立額分を除く。

【退職手当の見込み】

※一般行政職、教職員、警察職員の今後の退職者見込みに基づく試算

【社会保障関係経費の見込み】

※介護保険負担金と老人医療給付負担金、国保財政健全化対策費の合算額( は最終見込み）H17

社会保障関係経費に関する地方負担等の将来推計等に基づく試算

退　職　手　当　額　見　込　み
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801770734699666
625587551517485452

384

0

100
200

300

400
500

600

700
800

900

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

（単位：億円）

県債残高の推移
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○ このような状況の下で編成した平成１８年度当初予算をベースに試算し

た平成２１年度までの財政見通しでは、今後約２２６０億円もの財源不足

額が見込まれており、従来と同様の財政運営を続けた場合、早ければ平成

１９年度にも準用財政再建団体に転落するおそれがあります。準用財政再

建団体への転落を回避するためには、当面、地方債の活用、基金の取崩し

や県有財産の売却、特別会計の資金の活用などあらゆる手段により歳入の

確保を図らなければなりません。

○ さらに、一方的に行われた地方交付税等の大幅削減が回復する見込みが

ないこと及び今後義務的経費の増加が確実に見込まれることを踏まえる

、 、 、と 将来にわたって持続可能な財政運営を行うためには 行政のスリム化

コスト縮減を最大限進めるとともに「聖域なき歳出の見直し」を行うこと

により、歳出規模を歳入規模に合わせていくことが必要となります。

平成１８年度（当初予算ベース）から平成２１年度までの財源不足額の推移

（ ）単位：億円

H18~H21Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

計

歳 入 Ａ －7,819 7,882 7,777 7,786 7,788
歳 出 Ｂ －8,186 8,375 8,304 8,364 8,457

うち人件費 －2,747 2,827 2,851 2,877 2,898
うち公債費 －1,098 1,079 1,085 1,100 1,152

－うち社会保障関係費 226 290 311 331 353
A-B 387 493 527 578 669 2,267財源不足額 △ △ △ △ △ △



- 8 -

２ 準用財政再建団体への転落の回避

（１）準用財政再建団体とは

（ ） 、 （ 、地方財政再建促進特別措置法 再建法 により 標準財政規模 県税

地方交付税、地方譲与税等の合計額）の５％以上の赤字（宮城県の場合

約２１０億円の赤字）が生じた道府県は、地方財政法第５条に規定され

る公共事業等の財源に充てるための地方債の発行が行えなくなります。

地方債が発行できなくなれば、事実上、行財政運営が不可能となるた

め、再建法に基づく準用財政再建団体の適用を受けて、国の同意に基づ

き財政再建計画を策定し、その管理下で行財政運営を行わなければなり

ません。

（２）具体の影響

準用財政再建団体となり国の管理下で財政再建を行う場合、県独自の

施策や国の基準を上回る事業の実施が認められず、一律に県民税均等割

、 、 、の超過課税や徴収率の向上 使用料・手数料の引上げ 給与・定数削減

補助金の廃止・縮小、普通建設事業の廃止・縮小などを求められること

が想定されます。

その場合、私学助成の嵩上げや県単独の各種医療費助成、公共投資をは

じめとする県の独自施策の実施が困難となり、県民から選ばれた知事及

び議会の主体性は大きく低下し、県民ニーズの県政へのきめ細かな反映

が著しく困難な状態に陥ることから、県民生活に大きな影響が出ること

は避けられません。準用財政再建団体への転落は、地方自治の放棄にも

等しい事態であるといえます。

〈参 考〉

【宮城県（昭和３１年度～昭和３９（３７）年度 】）

１ 赤字の原因

（１）類似府県に比べ職員数が多いことによる給与費の増嵩

（２）公共事業費等充当起債や国直轄事業負担金充当交付公債の元利償還金

の累増

（３）単独の投資的経費，物件費などの抑制の不十分

（４）県税収入等の自主財源が乏しいことによる財政の硬直化

２ 財政再建計画の概要

（１）歳入の確保

（ ）① 県税徴収率の改善 S30：90.2％ → S31：92.3％ → S32：93.3％
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② 高等学校授業料の引上げ（S30：550円→S31：600円→S32：650円）

（２）歳出の抑制

① 職員数の削減

（計画当初→計画終了時：一般職員4,567人→4,217人(△350人)

臨時職員 684人→ 344人(△340人）

② 物件費の縮減（S31：△17％，S32：△４％）

③ 単独普通建設事業費の縮減（S29→S31：△46％）

【福岡県赤池町（平成３年度～平成１２年度 】）

１ 赤字の原因

（１）公共事業や雇用対策に起因する地方債残高の累増

（２）土地開発公社が取得した用地の売れ残り

（３）町立病院における赤字の膨張

２ 財政再建計画の概要

（１）歳入の確保

① 住宅家賃の引上げ（約23％増）

② 体育施設使用料の引上げ（５年ごとに約25％増）

③ 汚水処理料金の引上げ（約100％増）

④ 水道料金の引上げ（５年ごとに約12％増）

⑤ 給食費の引上げ（約15％増）

⑥ 保育料減免措置の廃止，住民票・印鑑証明手数料の引上げ

（２）歳出の抑制

① 職員数の削減（一般職員：113人→102人(△11人)

臨時職員： 24人→ 10人(△14人)

② 定期昇給の延伸（12月）

③ 時間外勤務手当や調整手当の削減

④ 補助費等の削減（商工会，福祉会，公民館活動，敬老年金）
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Ⅲ 財政健全化に向けた目標

１ 計画期間

「 仮称）宮城県行政改革プログラム」の計画期間と合わせて、平成１（

８年度から平成２１年度までの４年間を本プログラムの計画期間とし、県

の財政構造を持続可能なものとするための改革に集中的に取り組みます。

２ 目 標

（１）準用財政再建団体への転落の回避

直面する準用財政再建団体への転落を回避するため、地方債や各種

基金、他会計資金の活用をはじめ、可能な限りの歳入確保策等を検討

・実施します。

（２）歳入に見合った歳出構造の構築

将来的に歳入と歳出のギャップを解消するためには、行政のスリム

化・コスト縮減の推進を図らなければないないことから、あらゆる経

費を対象に聖域なき見直しに取り組み、歳入に見合った歳出構造の構

築に努めます。

（３）プライマリーバランス（元金ベース）の黒字化（公債費の平準化と

将来的な財政負担の縮減）

今後解消しなければならない財源不足額は、年平均で約５００億円

を超える額に上ることから、当面県債の活用等による歳入の確保や公

債費の平準化などによる対応を取らざるをえません。

その一方、これに伴い将来的に義務的経費である公債費の増大を招

くなど財源不足額が拡大するおそれがあることから、公共投資に係る

県債は極力抑制し、将来の公債費負担の軽減化に努めます。

これにより今後は、県債発行総額の抑制や公共施設整備の重点化や

公共事業のキャップ制の維持等により引き続きプライマリーバランス

（元利ベース）の黒字を保ちつつ、平成２４年度前後（２０１０年代初

頭）には、元金ベースでの黒字化（県債残高の圧縮）の達成に努めま

す。
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プライマリーバランス（基礎的財政収支）とは

公債費関連の歳入・歳出を除いた基礎的財政収支で、公債費を除いた歳

出と県債収入を除いた歳入のバランスをみるものです。

プライマリーバランスが均衡している場合、現世代の受益と負担が釣り

合っていることになります。

算出方法 （歳入－県債収入）－（歳出－公債費）

※当初予算ベース

※市場公募地方債積立・取崩を考慮している。

プライマリ－バランスの推移（元利ベース）

218

132 147

43

129

-199

-305
-352

-291
-215

79

191 216
280

72
34

84

-11

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

（単位：億円）

プライマリーバランスの推移（元金ベース）
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Ⅳ 財政再建のための具体的取組

Ａ 歳入確保対策 ・・・ ９８５億円程度】【

１ 県債の活用・・・ ７３７億円程度】【

公債費の増大を招く県債発行の拡大はできるだけ回避すべきではありま

すが、現在直面する危機的な財政状況に対処するため、当面は 「行政改、

革推進債（財政健全化債 」や「退職手当債」などの発行により財源不足）

額への対応を講じます。

２ 各種基金の活用・・・ １２０億円程度】【

厳しい財政状況を踏まえ、現在各種基金に積み立てられている資金につ

いては、設置した基金の使途や目的に見合った事業の推進のための財源と

して積極的に活用します。

基金残高 Ｈ１７末残高見込み うち活用予定額

財政調整基金等 ６３億円 ６０（１０）億円

特定目的基金 １３８億円 ５０億円

※活用予定額のうちのカッコ書の１０億円は、平成１８年度に予算化した積立金分

※災害救助基金など基金の使途が限定されているものを除き可能な限り取り崩すこ

とにしています。

３ 県税収入の確保・・・ ４億円程度】【

滞納整理の強化や超過課税の継続、納税者の利便性の向上による県税収

入の確保を図ります。また、新税の創設や超過課税の実施についても検討

を進めます。

（１）県税滞納整理の強化

滞納整理のための組織体制を充実強化するとともに、税務職員の能

力向上を図るため研修等の充実に努めます。また、自動車税の集中滞

納整理（ローラー作戦 、休日・夜間滞納整理の実施、預貯金等の債）

権差押の拡充、動産の差押やインターネットを活用した公売の実施体

制を整備するなど積極的な滞納処分を実施します。

個人県民税については、市町村において徴収を担当していることか

ら、市町村との住民税共同催告・共同徴収を引き続き推進するほか、

合併市町へ個人住民税緊急対策担当を派遣し、滞納整理技法等を指導
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します。また、滞納処分を行う広域行政事務組合に支援するなど、自

主的な滞納処分の取組を推進します。

（２）納税者の利便性の向上

休日夜間納税窓口の開設や自動車税のコンビニ収納を開始するなど

納税者の利便性の向上を図ります。

４ 受益者負担等の見直し・・・ １１億円程度】【

受益者負担の適正化を図るため、使用料・手数料については、これまで

基本的に３年毎に見直しを実施していますが、今後とも、サービスコスト

に見合った料金となるよう継続的に見直しを実施します。

５ 県有資産の有効活用・・・ ４５億円程度】【

県有資産の有効活用を図るため、県有財産のうち未利用財産については

売却・貸付を進めます。

（１）県有未利用財産の売却等

県有施設の跡地など具体的な利活用計画のない県有地については、

引き続き積極的に売却処分を行います。

（具体の売却財産の検討）

○青葉山ゴルフ場跡地

○旧古川合同庁舎跡地

○県営住宅跡地

○職員住宅跡地

（２）県有財産の貸付

県有施設の貸付を実施します。

（具体の施設貸付の検討）

○知事公館を結婚式場として貸付

○県庁来庁者駐車場の有料化 など

（３）広告収入等の確保

県が発行している各種情報媒体への広告掲載による収入の確保を検

討します。

○ネーミングライツの導入促進

○県発行刊行物等への広告掲載 など
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６ 他会計資金の活用・・・ ６８億円程度】【

特別会計内の資金について、当該会計の収支状況に配慮しつつ有効活用

。 、を図ります これまで病院事業会計へ貸し付けていた長期貸付金の返済や

港湾事業特別会計における造成用地の売却益の活用を図るほか、主たる業

務が完了した会計については廃止を検討することによりその資金の活用を

図ります。



- 15 -

Ｂ 歳出抑制対策 ・・・ １，１４２億円程度】【

１ 行政のスリム化、コスト縮減の推進・・・ ２３７億円程度】【

（１）人件費総額の抑制・・・・ １５４億円程度】【

①職員総数の削減による人件費総額の抑制

厳しい財政状況を踏まえ、事務事業の見直し・削減等による事務の効

率化や市町村合併などの状況の変化、多様化する行政需要や県政運営上

の課題に対応するための組織体制を行政コストの縮減を十分踏まえた上

で見直すなど職員数の削減を図り人件費総額を抑制します

このため、平成１８年度から平成２２年度までを計画期間とする「定

員管理計画」を策定し、引き続き職員総数の削減に取組みます。

②早期退職特例制度の周知・徹底

団塊の世代が退職を迎える平成１９年度以降には大量の退職者が見込

まれることから、平成１７年度～平成１８年度において早期退職特例制

度を創設し、早期退職を促すことにより、職員総数削減の早期達成と職

員年齢構成の改善や組織の新陳代謝の促進を図ります。

③給与構造の見直し

国において進められている給与構造改革については、本県の実情を精

、 、査するとともに 国及び他の地方公共団体の動向を的確に把握しながら

今後さらに検討を行い適切に対処します。

④特別職退職手当の削減

知事をはじめとする特別職が財政再建に向けた意思と覚悟を表すた

め、特別職等の退職手当を削減します。

（２）内部管理経費の削減・・・ ４４億円程度】【

歳出の抑制が県民生活に直接与える影響を可能な限り最小限に止める

ため、これまで以上に内部努力を徹底し、行政効果を損なわずに行政コ

ストの縮減を達成するよう間接経費である県庁組織の内部的な事務管理

経費について、組織内分権や事務執行手法の改善、ＩＴ化の推進による

行政事務の電子化・ペーパーレス化による事務処理の迅速化・効率化な

どにより一層の削減に努めます。
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（３）県立施設の管理運営費の見直し・・・ ３９億円程度】【

県立施設の管理に民間事業者のノウハウを活用して、住民サービスの

向上と経費の節減、施設の効率的かつ有効活用を図るために「指定管理

」 。者制度 を導入するなどコスト意識を持った管理体制の構築に努めます

２ 事務事業の見直し・・・ ３３５億円程度】【

（１）事務事業の見直し

①事務事業の見直し

事務事業の見直しに当たっては 「聖域なき歳出の見直し」の観点か、

ら、これまでの取組に加え、一層の見直しを行い、弾力的財政運営が可

能な歳出構造への転換を図ります。

見直しに当たっては 「あれかこれか」といった政策選択の判断を行、

うことになりますが、その際は、納税者の視点や政策の緊急度・重要度

を踏まえた判断を徹底して行い、限られた財源を最大限に有効活用でき

るよう努めます。

（ 、 「 」 ）具体の見直し事業については 別添 主な事務事業の見直し検討一覧 のとおり

また、事業総点検により県と民間、ＮＰＯ団体などとの役割分担の見

直しにも取組みます。

さらに、県有施設については、そのあり方や必要性を踏まえた見直し

を行います。

②各特別会計繰出金の見直し

一般会計以外の各特別会計においても、各種事務事業の見直しや管理

経費の見直し、借換債の活用による公債費の平準化を行うことなどによ

り、一般会計からの繰出金の抑制を図るよう見直します。

（２）新たな行政需要への対応

歳出の見直しを進める一方で、社会情勢の変化に伴う新たな行政需要

、 。に的確に対応するために 重点事業枠を確保し施策の重点化に努めます

３ 公債費負担の平準化・・・ ４５８億円】【

義務的経費である公債費の増嵩が財政硬直化や多額の財源不足額の発生

の一つの要因でもあることから、できる限りの様々な対応を講ずることに

より公債費負担の平準化に努めます。

（１）金利負担の軽減

県債発行による借入のうち銀行等引受債については、これまで１０年
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債を中心に発行してきましたが、プログラム実施期間内はより金利が低

い５年債の発行割合を大幅に引き上げるとともに、将来にわたり金利動

向を見据えた県債の発行に努め、金利負担の軽減を図ります。

（２）借換債の活用と償還方式の見直し

当面の公債費負担を軽減するため、借換債の活用や償還方式の見直し

により公債費負担の平準化に努めます。

（３）資金調達手法の多様化

県債の個人消化を進めるなど資金調達手法の多様化を図るとともに、

県民の県政への参加意識を高めるため 引き続きミニ市場公募地方債 み、 「

やぎケヤキ債」を毎年度３０億円程度継続的に発行します。

また、県と同様に厳しい財政状況にある市町村においても、公的資金

が減少傾向にある中で資金調達手法の多様化を促進する必要性が求めら

れつつあることから、県と市町村とが共同で発行するミニ市場公募地方

債の発行を行います。

４ 将来的な財政負担の縮減・・・ １１２億円】【

（１）公共施設整備の重点化

今後、県債の活用による財源確保のための県債発行や公債費負担の平

準化を進めることに伴い、既に発行した多額の県債の償還とあわせて、

将来の公債費負担が増大し財政の硬直化を招くおそれがあります。この

ため、公共施設整備の重点化を図ることにより県債の発行規模を現在の

水準以下にするなどできる限り県債の新規発行総額を抑制し、県債残高

が累増しない財政体質への改善を目指します。

また、民間資金の活用による公共施設等の整備促進のために、ＰＦＩ

の導入の促進を図ります。

県債発行額比較 （単位：億円）

Ｈ１７当初 Ｈ１８当初 増 減

総 計 １，０６４ ９１７ △ １４７

公 共 ３８２ ３５０ △ ３２

公共以外 １３０ １０８ △ ２２

特別地方債 ５５２ ４５９ △ ９３

※公共は、補助公共、単独公共、災害、直轄の合計

※特別地方債は、臨財債、減税補てん債、行政改革推進債（財政健全化債 、）

地域再生事業債、退職手当債の合計
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（２）公共事業のキャップ制の継続

公共事業については、安全で快適な県民の暮らしを支えるために必要

な事業を厳選するとともに、緊急性や有効性などの観点から優先度を明

らかにして整備を進めます。

公共工事の縮減については、引き続きキャップ制により対応していき

ますが、公共工事のコスト縮減などによる一層の効率的な事業執行に努

めることを基本として、今後４年間は毎年度約５％程度を目標に事業費

を圧縮するなどにより、公債費の抑制を図ります。

【公共事業の縮減見込み】 （単位；億円）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事 業 費 ９０８ ８７０ ７８０ ７４０ ７００概ね 概ね 概ね 概ね

うち県債 ２７６ ２６０ ２４０ ２３０ ２２０概ね 概ね 概ね 概ね

（ （ ） 、 ）※戦略分を除く当初予算ベース 行政改革推進債 財政健全化債 等を除く 特会を含む

Ｈ１９年度の減額が大きいのは、アクセス鉄道整備事業が終了することによる。

【公債費の推移】

※Ｈ１７については、最終補正後ベース

（見直し前公債費：Ｈ１７年度当初予算ベースでの地方債の発行を継続した場合）

（見直し後公債費：償還方式の変更等と投資的経費抑制を行った場合）

公債費の推移（見込み）

1,203 1,187 1,192
1,127

1,186

1,358

1,019 1,005
1,053

1,410

1,390

1,393

1,215

1,156

1,2391,2531,232

1,157

1,121

1,1221,162

1,103

1,084
1,070

1,107 1,145

1,124

1,111

970

990

989

987

976

997

1,048

1,086

1,067

987

965

9999941,0031,001
900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７ Ｈ３８

（単位：億円）

見直前公債費 見直後公債費
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【プライマリーバランス（元金ベース）の推移】

（見直し前：Ｈ１７年度当初予算ベースでの地方債の発行を継続した場合）

（見直し後：償還方式の変更等と投資的経費抑制を行った場合）

【県債残高の推移】

※市場公募地方債償還のための基金積立額分を除く （Ｈ１７の残高は、最終補正後ベース）。

（見直し前県債残高：Ｈ１７年度当初予算ベースでの地方債の発行を継続した場合）

（見直し後県債残高：償還方式の変更と投資的経費抑制を行った場合）

５ その他の取組

（１）公社等外郭団体の改革

公の施設の管理を受託している団体等については、指定管理者導入に

伴う競争原理の中で、県からの補助金等に頼らない団体運営が可能とな

るよう財務体質の改善を図ります。

（２）県民サービス維持のための各種手法の活用

実質的な県民サービス水準を維持するため、予算規模にかかわらず、

県の信用力、調整力、人材力、そして非予算的手法なども含めて、あら

ゆる手法の活用を図ります。

県債残高の推移（見込み）

16,808

16,873

16,10215,364

14,649

12,96213,435
13,58113,85014,041

13,604

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７ Ｈ３８

（単位：億円）

見直前県債残高 見直後県債残高

プライマリーバランスの（元金ベース）推移（見込み）

-300

-200

-100

0

100

200

300

Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２６ Ｈ２９ Ｈ３２ Ｈ３５ Ｈ３８

（単位：億円）

見直し前 見直し後
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（３）県の役割の再構築と民間活力の活用

国、市町村との役割分担、民間へのアウトソーシング、ＮＰＯ、地域

の多様な主体との連携と協働を図り 「地域の底力」を活かした行政を、

展開します。

Ⅴ 地方税財政制度改革に向けた取組

本県のおかれている危機的な財政状況からの脱却は、本県独自の改革努

力だけでは限界があることから、現在議論されている三位一体改革が真の

意味の「地方財政自立改革」となるよう国に対して求めていきます。

（１）真の地方財政自立改革の実現に向けた大幅な税源移譲の実施及び地方

一般財源総額の確保

地方行財政の自主性を確保するため、国庫補助負担金の大幅な見直し

と大幅な税源移譲を今後とも継続的に実施するとともに、地方財政計画

の一方的な見直しなどによる地方一般財源の削減により地方が担ってい

る各種施策が後退しないよう、地方一般財源総額の確保を求めていきま

す。

（２）国直轄事業負担金の廃止・縮減

国直轄事業は国家的政策として実施されながら、地方公共団体に対し

、 、て個別に財政負担を課している国直轄事業負担金は不合理であり 特に

本来、管理主体が負担すべき維持管理費について、その積算根拠を明示

することなく地方公共団体に財政負担させている現状については早急に

改善するよう見直を求めていきます。

（３）社会保障関係経費の増大への対応

急速に進む高齢化社会を目前に控え社会保障関係経費の増大が見込ま

れます。今後国において、社会保障制度の国民生活における基本的役割

や給付と負担のあり方などについて様々な観点から見直しを行う動きが

ありますが、見直しにあたっては、国と地方の役割分担を明確にし、一

方的な地方への負担転嫁が行われないよう国に対して求めていきます。
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Ⅵ 財政見通しと新・財政再建推進プログラムの項目別効果見込額

以上のような歳入確保対策、歳出抑制対策の取組を行い、財政調整基金等

の取り崩しや財源手当のための県債発行などにより、平成２１年度まで見込

まれる約２２６０億円の財源不足額の解消を図り、当面、何としても準用財

政再建団体への転落を回避します。

一方、今回の取組みを実施した上でも現時点では、平成１９年度以降も毎

年度財源不足の発生が見込まれる上に県税や地方交付税等の確保の見通しも

不透明であるなど、大変厳しい状況となっています。

このため、平成１８年度以降も、人件費や事務事業の見直しなどによる歳

出のさらなる削減や、歳入確保に向けた取組みを継続するとともに、国に対

しても必要な地方一般財源の確保について働きかけてまいります。

【項目別効果見込額】 （単位：億円）

額 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ１８～Ｈ２１に見込まれる

財源不足額 Ａ 2,267 493 527 578 669

歳 県債の活用 737 175 180 182 200

入 各種基金の活用 120 67 25 15 13

確 県税収入の確保 4 1 1 1 1

保 受益者負担等の見直し 11 2 3 3 3

対 県有資産の有効活用 45 44 1

策 他会計資金の活用 68 20 39 5 4

小計 Ｂ 985 309 248 206 222

行政のスリム化 237 38 52(14) 66(14) 81(15)

人件費総額の抑制 154 17 31(14) 45(14) 61(16)

歳 内部管理経費の削減 44 11 11(－) 11(－) 11(－)

出 県立施設の管理運営費 39 10 10(－) 10(－) 9( 1)△

抑 の見直し

制 事務事業の見直し 335 51 72(53) 100(61) 112(63)

対 事務事業の見直し 169 19 39(20) 49(10) 62(13)

策 各特会繰出の見直し 166 32 33(33) 51(51) 50(50)

公債費負担の平準化 458 85 93(93) 117(117) 163(163)

将来的な財政負担の縮減 112 10 24(14) 34(10) 44(10)

小計 Ｃ 1,142 184 241(174) 317(202) 400(251)

効 果 額 Ｄ＝Ｂ＋Ｃ 2,127 493 489 523 622

財 源 過 不 足 Ｅ＝Ｄ－Ａ △ 140 0 △ 38 △ 55 △ 47

累積財源過不足額 0 △ 38 △ 93 △ 140

※Ｈ１９以降の歳出抑制対策に計上している額の（ ）書きは、Ｈ１９以降の単年度毎

の見直し額を記載している。



 (単位：億円、％)

c　 伸率(c/b) ｄ　 伸率(d/c) ｅ　 伸率(e/d) f 伸率(f/e)

2,540 4.1% 2,615 3.0% 2,675 2.3% 2,732 2.1%

452 4.9% 462 2.2% 472 2.2% 482 2.1%

歳 30 3.4% 31 3.3% 31 0.0% 32 3.2%

387 54.8% 387 0.0% 387 0.0% 387 0.0%

17 -10.5% 11 -35.3% 7 -36.4% 4 -42.9%

1,767 -1.2% 1,747 -1.1% 1,718 -1.7% 1,690 -1.6%

916 -15.5% 920 0.4% 923 0.3% 921 -0.2%

756 -28.9% 694 -8.2% 663 -4.5% 635 -4.2%

その他の 歳 入 1,017 -5.9% 910 -10.5% 910 0.0% 905 -0.5%

歳入合計　（Ａ） 7,882 -3.7% 7,777 -1.3% 7,786 0.1% 7,788 0.0%

人　　件　　費 2,827 2.7% 2,851 0.8% 2,877 0.9% 2,898 0.7%

歳 扶　　助　　費 220 15.2% 220 0.0% 220 0.0% 220 0.0%

公　　債　　費 1,079 -1.7% 1,085 0.6% 1,100 1.4% 1,152 4.7%

出 県税交付金等 771 2.4% 788 2.2% 805 2.2% 822 2.1%

投 資 的 経 費 1,490 -1.9% 1,375 -7.7% 1,382 0.5% 1,357 -1.8%

見 1,127 -9.4% 1,100 -2.4% 1,107 0.6% 1,082 -2.3%

込 　直轄その他 363 32.0% 275 -24.2% 275 0.0% 275 0.0%

その他の 歳 出 1,988 6.3% 1,985 -0.2% 1,980 -0.3% 2,008 1.4%

歳出合計　（Ｂ） 8,375 2.3% 8,304 -0.8% 8,364 0.7% 8,457 1.1%

-493 -527 -578 -669

約２１０億円

                 中 期 的 な 財 政 見 通 し

【新・財政再建推進プログラムによる歳入確保・歳出抑制対策を講ずる前】

県　　　　　　債

　補助事業＋単独事業

税源移譲・所得譲与税

地方特例交付金

 財源不足額    (Ｃ)
=(Ａ)－(Ｂ)

平成21年度

Ｈ１８～Ｈ２１財源
不足額合計

県　　　　　　税

区　　　　　分

地方消費税清算金

地 方 譲 与 税

地方交付税

国 庫 支 出 金

２，２６７億円 準用財政再建団体
転落ライン

平成19年度 平成20年度平成18年度

－22－



 (単位：億円、％)

c　 伸率(c/b) ｄ　 伸率(d/c) ｅ　 伸率(e/d) f 伸率(f/e)

2,540 4.1% 2,615 3.0% 2,675 2.3% 2,732 2.1%

452 4.9% 462 2.2% 472 2.2% 482 2.1%

歳 30 3.4% 31 3.3% 31 0.0% 32 3.2%

387 54.8% 387 0.0% 387 0.0% 387 0.0%

17 -10.5% 11 -35.3% 7 -36.4% 4 -42.9%

1,767 -1.2% 1,747 -1.1% 1,718 -1.7% 1,690 -1.6%

入 892 -17.7% 860 -3.6% 847 -1.5% 830 -2.0%

917 -13.8% 838 -8.6% 795 -5.1% 773 -2.8%

その他の 歳 入 1,147 6.1% 965 -15.9% 920 -4.7% 911 -1.0%

歳入合計　（Ａ） 8,149 -0.5% 7,916 -2.9% 7,852 -0.8% 7,841 -0.1%

人　　件　　費 2,810 2.0% 2,820 0.4% 2,832 0.4% 2,838 0.2%

歳 扶　　助　　費 220 15.2% 220 0.0% 220 0.0% 220 0.0%

公　　債　　費 1,001 -8.8% 1,005 0.4% 996 -0.9% 1,002 0.6%

県税交付金等 771 2.4% 788 2.2% 805 2.2% 822 2.1%

出 投 資 的 経 費 1,445 -4.9% 1,242 -14.0% 1,207 -2.8% 1,143 -5.3%

1,082 -13.0% 967 -10.6% 932 -3.6% 868 -6.9%

　直轄その他 363 32.0% 275 -24.2% 275 0.0% 275 0.0%

その他の 歳 出 1,902 1.7% 1,879 -1.2% 1,847 -1.7% 1,863 0.9%

歳出合計　（Ｂ） 8,149 -0.5% 7,954 -2.4% 7,907 -0.6% 7,888 -0.2%

0 -38 -55 -47

約２１０億円

-140

国 庫 支 出 金

税源移譲・所得譲与税

地方特例交付金

0

平成20年度

地方消費税清算金

地 方 譲 与 税

地方交付税

                 中 期 的 な 財 政 見 通 し

【新・財政再建推進プログラムによる歳入確保・歳出抑制対策を講じた後】

県　　　　　債

　補助事業＋単独事業

平成21年度

県　　　　　　税

区　　　　　分
平成18年度 平成19年度

 財源不足額    (Ｃ)
=(Ａ)－(Ｂ)

対策後財源不足額累計
（億円）

0

準用財政再建団体転落ライン

財政調整基金等残高
（億円） 10 0 0

-38 -93

－23－
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Ⅶ 新・財政再建推進プログラムの実現に向けて

かつてない危機的な財政状況に直面している県財政の破綻を回避し、持続

可能な財政運営を行っていくためには、厳しい施策の選択が求められていま

す。

また、そのような状況下においても、本県が豊かで住みやすい環境を整備

していくためには、今後高まることが予想される多様な行政需要にも適切に

、 、対応しなければならないことから 限りある行政資源を有効に活用するよう

様々な施策の見直しや重点化が必要となります。

今回策定したプログラムにより、当面は準用財政再建団体への転落は回避

できる見込みではありますが、今後も毎年度の財源不足額の発生が見込まれ

るなど、県財政は依然として大変厳しい状況にあります。

したがって今後も、引き続き財源確保に向けた取組みを継続し、毎年度の

予算編成に際して適宜見直しを図るなど実効性のあるものとするよう進行管

理をしてまいります。

このため、今後とも、財政状況に関する情報を県民の皆様に明らかにして

いくとともに今後のさらなる財政再建に向けた取組みについても、御理解・

御協力いただけるよう努めてまいります。


